
和光マリン　殿

　私、団体　　　　　　　　　　　　の代表者　　　　　　　　　　　　は下記の規約及び

本書特記事項を理解し、	　　　　年　　　　月　　　　日ここに誓約致します。

【規約】
　◆伊豆大島ダイビング協議会の会則
　◆和光マリン施設ルール

【特記事項】

内容 支払	及び	義務

レンタカーの破損・損失 実費を支払います。

対物・対人事故
事故内容に関わらず免責金 50,000 円を支払います。
また賠償金額については一切責任を負います。
当事者同士の解決を致します。

レンタル器材の破損・損失 実費を支払います。

和光マリン内施設の破損 実費を支払います。

遵守事項

　・水中銃の使用、水産動植物の採集は致しません。
　・交通規則に従い安全運転を行います。
　・全室禁煙願います。

誓約書

和光マリン用 FAX: 04992-2-9095


